
 

 

 

 

 

   
 
 中央本部は本日、指令 29 号を発出しました。指令では『①東地申第 1 号「ＪＲ東労組東京地本第

36 回定期大会発言及び支部大会発言」に基づく申し入れ交渉の議事録を書面で提出すること②個人

訴訟を行った東京地方本部組合員 4 名の氏名及び訴状を書面で提出すること③提出期限は、2020 年

1 月 15 日（水）12 時 00 分までとする』を求めています。この指令に至る経過について述べます。 
 

 中央本部は、臨時第９回執行委員会（2020.1.8）の確認事項【緑の風 FAX 版 No.39 及び指令 28 号

を参照】に基づき、東京地本執行部と議論をしました。 

1 月 8 日 東京地方本部役員との議論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―東京地方本部 「東京 FAXニュース No.167」―     

「中央本部は、不当労働行為根絶に向けて 

起ち上がった組合員を見殺しにしています。」 
 

本部に「見殺し」とレッテルを貼るために、何も事実を話さないとしたら大変

な問題です。中央本部は指令に基づき、東京地方本部と議論します。 
 

 

 

 

 
 

ＪＲ東労組 組織部報 
～１２地本の信頼を破壊する者達を許さない～ 
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ウソとゴマカシに騙されないように真実の目を持とう 

 

 

（個人訴訟の）４名の

人は誰ですか？ 

 

本部の要請に応えない 

という訳ですか 

 

東
京
地
本 

 
申１号の議事録は

作れているのか？ 

 

 作ってません 

 教えられません 

1 月１５日までに 

返答してください。 

 

知りません 

 はい 
本
部 

翌日の 1月９日・・・ 


